
「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「総合事業」と表記）は、高齢者が

いつまでも住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、地域社会全体で介護

予防を支援する取り組みです。従来の事業者が行うサービスに加え、地域住民

など多様な担い手により、介護予防をはじめ見守りなどのサービスを総合的に

提供します。また高齢者自身が支援の担い手となり社会参加することで、活力あ

る地域生活の実現も期待されています。

地域の実情に合った支援

市区町村の判断により、地域ごとの多様なマンパワーや社会資源を活用し、効率的・効

果的なサービスの提供を行います。

生きがいや役割をもった介護予防を

地域での見守りやボランティアなど、高齢者自身が生活支援の担い手としての役割を持つこと

で、社会参加を通じた介護予防活動に取り組みます。

多様な生活支援のニーズに対応

高齢者のみの世帯や単身生活者が増える中、ゴミ出しや買い物といった日常生活を支えるさ

まざまな支援に地域ぐるみで取り組みます。

切れ目のない介護予防を
要支援から自立、自立から要支援へと心身の状態が変化しても、切れ目なくサービスを受け

ることで重症化を予防します。

総合事業の目的

総合事業には、「サービス・活動事

業」と「一般介護予防事業」の２つがあ

ります。「サービス・活動事業」には、

これまで介護予防給付として行われてき

た「訪問介護」と「通所介護」が組み入

れられました。市区町村ごとの独自の事

業となることで、地域の実情に合った、

よりきめ細やかな支援が行われます。

介護予防

訪問介護
訪問型

サービス

通所型

サービス
介護予防

通所介護

総合事業介護予防給付

また、「一般介護予防事業」では、要支援・要介護状態の有無にかかわらず、

６５歳以上のすべての人を対象に介護予防の普及・啓発を行います。さらに住民主

体の介護予防活動の育成・支援などにより地域社会全体で支えるしくみづくりを目

指します。

介護予防・日常生活支援

総合事業について

移行

介護予防・日常生活支援

総合事業 をご利用ください
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短期集中
専門通所サービス

専門職による運動器機能向上、栄養改善・認知
症予防の支援を事業所で受ける

保健・医療の専門
職の関与

通所介護事業者の
従事者

緩和した基準による
サービス

生活支援
通所サービス

運動・レクリエーション等
生活相談員・看護
師等の配置義務な
し

住民主体によるサービ
ス

地域ささえあい
通所支援

住民同士のささえあいによる体操や調理など自
主的な通いの場

住民主体・ボラン
ティア

通所介護相当
介護予防
通所型サービス

既存の通所介護事業所による食事・入浴などの
基本的なサービスや個別機能訓練

概ね３ヶ月の短期集中
サービス

【訪問型サービス】

【通所型サービス】

基 準 津市のサービスの名称 サービスの内容

概ね３ヶ月の短期集中
サービス

津市のサービスの名称

介護予防
訪問型サービス

生活支援
訪問サービス

地域ささえあい
訪問支援

短期集中
専門訪問サービス
※津市では令和７年度は実施
していません。

基 準

訪問介護相当

緩和した基準による
サービス

住民主体によるサービ
ス

サービスの提供者（例）

サービスの内容

既存の訪問介護事業所による入浴や食事などの
生活の支援が受けられます。
※身体介護・生活援助の区分はありません。
※乗車・降車等の介助は利用できません。

生活援助のみ

住民同士のささえあいによる生活援助（買い物
代行・ごみ出し等）

専門職による居宅での運動器機能向上、栄養改
善・認知症予防の支援

サービスの提供者（例）

訪問介護員

一定の研修修了者
による生活援助

住民主体・ボラン
ティア

保健・医療の専門
職の関与

総 合 事 業 の 主 な 内 容

総 合 事 業

サービス・活動事業

① 要支援認定で「要支援１・２」と認

定された人

② 要介護認定を受けていない人で「基

本チェックリスト」の実施により

「サービス事業対象者」に該当した人
※４０歳から６４歳までの人（第２号被保険者）は、

要介護認定の申請が必要です。

一般介護予防事業

これまでの介護予防訪問介護・介護

予防通所介護に相当するサービスのほ

かに津市独自の多様なサービスを提供

します。

要支援・要介護状態の有無にかかわら

ず、６５歳以上のすべての人を対象に行

われます。高齢者自身も事業の担い手と

なり、地域のコミュニティを活性化する

役割が期待されています。

●転倒予防教室

●こころとからだの介護予防教室

●認知症予防教室

●ふれあい・いきいきサロン事業

●高齢者食生活改善事業

●地域リハビリテーション活動支援事業

６５歳以上のすべての人

（第１号被保険者）

●訪問型サービス

●通所型サービス

対象者対象者

内 容

内 容



利用内容

週１回程度

週２回程度

週２回超

利用内容 料金 ひと月の回数上限 利用内容 料金 ひと月の回数上限

利用内容

週１回程度

週１回程度

週２回程度ま
たは２回超

対　象　者 利用内容

期間

３か月程度

※継続利用要介護者が生活支援訪問サービスを引き続き利用する場合、上記「生活支援通所サービス」欄と同様とする。

２時間以上５時間未満　３５９円（ひと月に５回まで）

５時間以上　４０３円（ひと月に４回まで）

２時間以上５時間未満　３６８円（ひと月に１０回まで）

５時間以上　４１３円（ひと月に９回まで）

週１回程度

週２回程度
または２回超

対　象　者

基本チェックリストによる事業対象者または要支援１・２の
人のうち、専門職の指導を受け改善の見込みのある人

自己負担（１回あたり）

３５０円
（負担割合に関わらず定額料金）

・短期集中専門通所サービス利用の場合

生活支援通所サービス介護予防通所型サービス

４４８円
月１回～４回

４５９円
月１回～８回

対　象　者

基本チェックリストによる事業対象者
または要支援１の人

要支援２

料金（月額）

１，８４７円

１，８５９円

３，７１９円

基本チェックリストによる
事業対象者
または要支援１の人

要支援２

・生活支援通所サービスのみ利用する場合または介護予防通所型サービスと生活支援通所サービスを組み合わせて
　利用する場合（回数制）

●料金のめやす（１割負担の場合）

対　象　者

・短期集中専門訪問サービス利用の場合

・介護予防訪問型サービスのみの利用の場合（月額制）

１７０円

要支援２

限度額（１ヶ月）

５，０３２単位

１０，５３１単位

要支援状態区分

事業対象者

要支援１

要支援２

・介護予防通所型サービスのみの利用の場合（月額制）

【通所型サービス】

１，２２６円

２，４４８円

３，８８４円

２９９円 １２回まで

生活支援訪問サービス

生活援助

短時間の
生活援助
（２０分未満）

２６９円

１５４円

１４回まで基本チェックリストに
よる事業対象者
または要支援１・２の
人

・生活支援訪問サービスのみ利用する場合、または介護予防訪問型サービスと生活支援訪問サービスを組み合わせて
　利用する場合（回数制）

基本チェックリストによる事業対象者
または要支援１・２の人

期間

３か月程度

【訪問型サービス】

※継続利用要介護者が生活支援訪問サービスを引き続き利用する場合、上記「生活支援訪問サービス」欄と同様とする。

２２回まで

料金（月額）対　象　者

介護予防訪問型サービス

標準的な内容の訪
問型サービス

短時間の
身体介護

２５回まで

自己負担（１回あたり）

４００円
（負担割合に関わらず定額料金）

対　象　者

基本チェックリストによる事業対象者または要支援１・２の
人のうち、専門職の指導を受け改善の見込みのある人

サービス・活動事業の利用者負担と上限額
要支援認定によって「要支援１・２」と認定

された人および基本チェックリストによって

「事業対象者」と判定された人は、原則として

費用の１割、一定以上所得者は２割～３割を負

担することでサービスを受けられます。また、

要支援状態区分によりサービス費用の１ヶ月あ

たりの上限額が決められています（右表参照）。

※１単位当たりの単価は、事業所所在地に応じた国の地域単価または国が規定する単価から保険者が選択して規定した単価

となり、サービスの種類によって異なります。

※事業対象者の限度額は原則として要支援１の限度額を目安としますが、利用者の状態によっては、これを超えることが認

められる場合があります。

●２割負担となる人

本人の合計所得金額が１６０万円以上で、同じ世帯の６５歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身の場合２８０万円以上、

２人以上世帯の場合３４６万円以上の人

●３割負担となる人

本人の合計所得金額が２２０万円以上で、同じ世帯の６５歳以上の人の「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身の場合３４０万円以上、

２人以上世帯の場合４６３万円以上の人



※一定以上所得者：合計所得金額が１６０万円以上の人で、同一世帯の第１号被保

一般介護予防事業

介護予防把握事業

収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する人を把握して、

介護予防活動へつなげます。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及や啓発を行います。

●転倒予防教室教室教室●こころとからだの介護予防教室

●認知症予防教室教室教

地域介護予防活動支援事業

地域住民が主体となった介護予防活動の育成・支援を行います。

●ふれあい・いきいきサロン事業 ●高齢者食生活改善事業

一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画における目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を

行います。

地域リハビリテーション活動支援事業

理学療法士、または、歯科衛生士と栄養士が、住民運営の通いの場（老人会やサロンな

ど）に出向いて、介護予防の取り組みを機能強化します。

高齢者の生活を支えるための地域づくり

高齢化社会が進む中で、多様なニーズに応え、よりきめ細かい生活支援サービスを提

供していくためには、従来の事業者によるサービスだけでなく、NPOやボランティア、住

民の参加など地域ぐるみでの取り組みが大切です。さらに、高齢者自身が生活支援の

提供者としての役割を担うなど、積極的に社会参加することは生きがいを持つことや介

護予防につながります。総合事業では、市区町村を中心に住民の主体的な活動を支

援しながら、地域の支え合い体制づくりを目指します。

一般介護予防事業は、要支援・要介護状態の有無に

かかわらず、６５歳以上のすべての人を対象に行われ

ます。高齢者自身も事業の担い手となり、地域のコミュ

ニティを活性化する役割が期待されています。



総合事業利用までの流れ

一般介護予防事業
※６５歳以上すべての人が利用可

●転倒予防教室

●認知症予防教室

●こころとからだの介護予防

教室

●ふれあい・いきいきサロン

事業

●高齢者食生活改善事業

●地域リハビリテーション

活動支援事業

サービス・活動事業
●訪問型サービス

●通所型サービス

予防給付
●介護予防訪問看護

●介護予防通所リハビリ

●介護予防短期入所サービス

●介護予防福祉用具貸与

●介護予防福祉用具購入

●介護予防住宅改修 など

介護給付
●訪問介護 ●訪問看護

●通所介護 ●通所リハビリ

●短期入所サービス

●福祉用具貸与

●福祉用具購入

●住宅改修 など

津市

地域包括支援センター

在宅介護支援センター

居宅介護支援事業所

居宅サービス計画
自宅でサービスを利用

しながら生活を続ける

場合には、ケアマネ

ジャーが「居宅サービ

ス計画」を作成

介護予防ケアマネ

ジメント(※)

地域包括支援セン

ターによるアセスメ

ント（課題分析）の

うえ、状態や環境に

応じたケアプランを

作成

要

介

護

・

要

支

援

認

定

申

請

要
介
護
1
～
５

要
支
援
1
・
２

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

非
該
当(

※
１)

事業対象者に該当

しない場合

総 合 事 業

第２号被保険者は要

介護認定の申請が必

要です。

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所

★サービス・活動事業の対象外と

判断できる場合

★元気な高齢者で、心身の機能を

維持したい、集いの場に参加した

い場合など

介護予防サービス

計画(※)

地域包括支援セン

ター、または介護予

防支援の指定を受け

た居宅介護支援事業

者が「介護予防サー

ビス計画」を作成

サ
ー
ビ
ス
事
業
対
象
者 （※）介護予防サービス計画

または介護予防マネジ

メントは、委託を受けた

居宅介護支援事業所で

も作成できます。

（※１）

第２号被保険者が「非該

当」になった場合、一般

介護予防事業を利用す

ることはできません。

利用者

相 談



№

1 バスや電車で１人で外出していますか はい いいえ

2 日用品の買い物をしていますか はい いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか はい いいえ

4 友人の家を訪ねていますか はい いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ

6 階段の手すりや壁をつたわらずに昇っていますか はい いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか はい いいえ

8 １５分位続けて歩いていますか はい いいえ

9 この１年間に転んだことがありますか はい いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか はい いいえ

11 ６ヶ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか はい いいえ

12 はい いいえ

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい いいえ

14 お茶や汁物でむせることがありますか はい いいえ

15 口の渇きが気になりますか はい いいえ

16 週に１回以上は外出していますか はい いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい いいえ

18 はい いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい いいえ

20 今日が何月何日か分からない時がありますか はい いいえ

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない はい いいえ

22 はい いいえ

23 はい いいえ

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だとは思えない はい いいえ

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする はい いいえ

０５９－２６２－７０１５

美里総合支所市民福祉課
０５９－２６８－５５１６

電話番号
０５９－２５５－８８３５
０５９－２４４－１７０３河芸総合支所市民福祉課

芸濃総合支所市民福祉課

久居総合支所市民課

総合支所名

０５９－２７２－８０８４

０５９－２６６－２５１５
０５９－２７９－８１１６

０５９－２９２－４３０２

質　　問　　項　　目 回　答

ＢＭＩ※は１８．５以上ですか？
（※BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ））

（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるといわれますか

美杉総合支所市民福祉課

一志総合支所市民福祉課
白山総合支所市民福祉課

安濃総合支所市民福祉課
香良洲総合支所市民福祉課

０５９－２９３－３００３

津一志地域包括支援センター

地域包括支援センター名
津市地域包括支援センター
（津市地域包括ケア推進室内）

津中部中地域包括支援センター
津中部北地域包括支援センター
津中部東地域包括支援センター
津中部西地域包括支援センター

津中央地域包括支援センター

北立誠・南立誠・白塚・栗真

津中部南地域包括支援センター
津北部東地域包括支援センター
津北部西地域包括支援センター
津久居地域包括支援センター

修成・育生・藤水・南が丘
美里・神戸・片田

担当地域 電話番号

全域 ０５９－２２９－３２９４

安東・櫛形・一身田・津西 ０５９－２７１－６５３５
敬和・養正・新町 ０５９－２５３－５２２５

０５９－２１３－３１８１
０５９－２１３－８１１５
０５９－２３７－２０１８
０５９－２３８－６５１１
０５９－２４５－６６６６
０５９－２６７－１１２５
０５９－２５４－４１６５
０５９－２６２－７２９５

香良洲・高茶屋・雲出
河芸
芸濃・安濃・大里・高野尾・豊が丘
久居
一志・白山・美杉

「基本チェックリスト」は要介護認定を受けていない人で、近い将来、要支援・要介護状態

になるおそれがある高齢者（６５歳以上）を選定するために厚生労働省が作成したものです。

下記の質問項目に「はい」「いいえ」で答えて、黄色枠に該当する回答が多かった場合には生

活機能が低下している可能性が高くなります。

基本チェックリスト

詳しくは、お近くの市窓口・地域包括支援センターにお問い合わせください。

津市 健康福祉部

地域包括ケア推進室

住所：津市西丸之内２３番１号

電話：０５９－２２９－３２９４

介護保険課

電話：０５９－２２９－３１４９
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